
イ
ン
ボ
イ
ス
と
は
適
格
請
求
書

の
こ
と
で
、
売
り
手
が
買
い

手
に
対
し
て
正
確
な
適
用
税
率
や
消

費
税
額
等
を
伝
え
る
た
め
の
請
求

書
、
納
品
書
、
領
収
書
、
レ
シ
ー
ト

等
を
指
し
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
現

行
の
「
区
分
記
載
請
求
書
」
に
「
登

録
番
号
」、「
適
用
税
率
」
お
よ
び

「
消
費
税
額
等
」
の
記
載
が
追
加
さ

れ
た
書
類
や
デ
ー
タ
で
す
。
適
格
請

求
書
の
様
式
は
特
に
法
令
等
で
定
め

ら
れ
て
お
ら
ず
、
一
定
の
事
項
が
記

載
さ
れ
た
請
求
書
で
あ
れ
ば
、
そ
の

名
称
を
問
わ
ず
、
適
格
請
求
書
に
該

当
し
ま
す
。

令
和
５
年
10
月
１
日
の
イ
ン
ボ
イ

ス
制
度
導
入
後
は
、
適
格
請
求
書
が

発
行
で
き
な
い
事
業
者
等
か
ら
商
品

や
サ
ー
ビ
ス
を
購
入
し
た
場
合
、
そ

の
買
い
手
で
あ
る
消
費
税
の
課
税
事

業
者
は
仕
入
税
額
控
除
が
認
め
ら
れ

な
く
な
り
ま
す
。
た
だ
し
制
度
導
入

後
３
年
間
は
80
％
、
そ
の
次
の
３
年

間
は
50
％
の
仕
入
税
額
控
除
が
経
過

措
置
と
し
て
認
め
ら
れ
ま
す
。

免
税
事
業
者
は
発
行
で
き
な
い

制
度
開
始
時
に
、
適
格
請
求
書
を

発
行
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
納

税
地
を
所
轄
す
る
税
務
署
に
令
和
５

年
３
月
31
日
ま
で
に
「
適
格
請
求
書

発
行
事
業
者
の
登
録
申
請
書
」
を
提

出
し
、
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
と

し
て
登
録
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
な
お
、
消
費
税
の
免
税
事
業
者

は
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
に
な
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
は
、
適
格
請
求

書
の
発
行
を
促
す
こ

と
で
消
費
税
の
免
税

事
業
者
を
減
ら
し
、

消
費
税
の
益
税
（
税

金
が
適
切
に
納
税
さ

れ
な
い
と
い
う
こ

と
）
を
な
く
す
狙
い

が
あ
り
ま
す
。

イ
ン
ボ
イ
ス
と

は
、
支
払
っ
た
消
費

税
の
控
除
の
た
め
に

求
め
ら
れ
る
新
し
い

様
式
の
請
求
書
の
こ

と
で
、
令
和
5
年
10

月
以
降
は
、
そ
の
新

し
い
請
求
書
が
な
い

と
原
則
と
し
て
仕
入

税
額
控
除
が
で
き
ま

せ
ん
。
制
度
開
始
後

６
年
間
は
一
定
の
割

合
を
仕
入
税
額
控
除

で
き
る
経
過
措
置
が

設
け
ら
れ
て
い
ま

す
。

イ
ン
ボ
イ
ス
を
交
付
で
き
る
の

は
、
取
引
の
売
り
手
で
あ
る

適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
に
限
ら
れ

ま
す
。
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
と

な
る
に
は
、
消
費
税
の
課
税
事
業
者

で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
、
税
務
署
長

に
申
請
書
を
提
出
し
、
そ
の
登
録
を

受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
と
な
る

か
は
事
業
者
の
自
由
意
思
と
な
っ
て

い
ま
す
。
た
だ
イ
ン
ボ
イ
ス
の
交
付

を
受
け
な
い
と
相
手
先
の
買
い
手
企

業
に
お
い
て
仕
入
税
額
控
除
が
で
き

ま
せ
ん
。
イ
ン
ボ
イ
ス
を
発
行
で
き

な
い
と
、
買
い
手
事
業
者
と
の
取
引

を
失
う
可
能
性
も
あ
り
、
多
く
の
企

業
が
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
の
登

録
を
受
け
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

ま
た
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
に

は
次
の
義
務
が
発
生
し
ま
す
。

①
適
格
請
求
書
の
交
付
義
務

②
適
格
返
還
請
求
書
の
交
付
義
務

③�

修
正
し
た
適
格
請
求
書
の
交
付
義

務
④
適
格
請
求
書
の
写
し
の
保
存
義
務

登
録
ま
で
の
流
れ
は
？

登
録
申
請
手
続
き

適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
の
申
請

書
は
令
和
３
年
10
月
１
日
か
ら
受
付

が
開
始
さ
れ
て
お
り
、
制
度
開
始
の

令
和
5
年
10
月
1
日
か
ら
登
録
を
受

け
る
に
は
、
原
則
令
和
5
年
3
月
31

日
ま
で
に
申
請
書
を
提
出
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
期
日
ま
で
の
提
出
が

困
難
な
場
合
は
、
令
和
5
年
9
月
30

日
ま
で
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

登
録
申
請
書
は
、
ｅ
－
Ｔ
ａ
ｘ
を

利
用
し
て
提
出
可
能
で
す
。
な
お
郵

送
等
で
提
出
す
る
場
合
の
送
付
先

は
、
各
国
税
局
の
イ
ン
ボ
イ
ス
登
録

セ
ン
タ
ー
と
な
り
ま
す
。

登
録
の
効
力
は
通
知
日
に
か
か
わ

ら
ず
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
登
録

簿
に
登
載
さ
れ
た
日
か
ら
生
じ
ま

す
。
令
和
５
年
10
月
１
日
以
前
に
登

録
通
知
を
受
け
た
場
合
も
効
力
は
令

和
５
年
10
月
１
日
か
ら
で
す
。

登
録
完
了
の
通
知
等

登
録
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
税

務
署
長
は
、
適
格
請
求
書
発
行
事
業

者
登
録
簿
に
登
録
を
行
い
、
事
業
者

に
対
し
て
そ
の
旨
を
通
知
す
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

登
録
申
請
書
を
ｅ
－
Ｔ
ａ
ｘ
に
よ

り
提
出
し
登
録
通
知
を
電
子
で
希
望

し
た
場
合
は
、「
送
信
結
果
・
お
知

ら
せ
」
の
「
通
知
書
等
一
覧
」
に
登

録
番
号
等
が
記
載
さ
れ
た
登
録
通
知

書
が
デ
ー
タ
で
格
納
さ
れ
ま
す
。
郵

送
等
に
よ
り
申
請
書
を
提
出
し
た
場

合
は
、
書
面
に
て
登
録
番
号
等
が
記

載
さ
れ
た
登
録
通
知
書
が
送
付
さ
れ

ま
す
。

ま
た
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
の

情
報
は
、「
国
税
庁
適
格
請
求
書
発

行
事
業
者
公
表
サ
イ
ト
」
に
お
い
て

公
表
さ
れ
ま
す
。

免
税
事
業
者
の
登
録
申
請
手
続
き

免
税
事
業
者
が
適
格
請
求
書
発
行

事
業
者
の
登
録
を
受
け
る
に
は
、
原

則
、
消
費
税
課
税
事
業
者
選
択
届
出

書
を
提
出
し
、
課
税
事
業
者
と
な
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

た
だ
し
、
適
格
請
求
書
発
行
事
業

者
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
た
日
が
令
和

５
年
10
月
１
日
か
ら
令
和
11
年
９
月

30
日
ま
で
の
間
で
課
税
期
間
中
で
あ

る
場
合
は
、
課
税
選
択
届
出
書
を
提

出
し
な
く
て
も
、
そ
の
登
録
日
か
ら

課
税
事
業
者
と
な
る
経
過
措
置
が
設

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
ん
な
ト
ー
ク
で
回
答
し
よ
う

イ
ン
ボ
イ
ス
は
事
前
に
所
轄
税
務

署
に
申
請
し
、
適
格
請
求
書
発
行
事

業
者
と
し
て
登
録
を
受
け
た
事
業
者

の
み
が
発
行
で
き
ま
す
。
制
度
開
始

か
ら
発
行
す
る
に
は
、
原
則
と
し
て

令
和
５
年
３
月
31
日
ま
で
に
登
録
申

請
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

イ
ン
ボ
イ
ス
っ
て
な
に
？

新
し
い
制
度
っ
て

ど
ん
な
も
の
？

適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
に

な
る
に
は
ど
ん
な
手
続
き

が
必
要
に
な
る
の
？

仕入税額控除方式

インボイス制度の主なスケジュール

免税事業者から
の仕入税額控除 100%控除可能

区分記載請求書方式 インボイス方式

80%控除可能 50%可能 控除不可

2021年 10月１日
発行事業者の申請開始

2026年 10月１日
50％経過措置開始

2029年９月 30日
経過措置終了

2023年３月 31日
申請書の提出期限

2023年 10月１日
インボイス制度開始

こ
ん
な
ト
ー
ク

で
回
答
し
よ
う

2
Q

1
Q

こう答えよう!
には

取引先からの
制度に関する質問制度に関する質問

税理士法人 SBL
代表社員・税理士
八木 正宣

ここでは、取引先から聞かれる「インボイス制度の基本的なポイント」に
ついて、担当者としてどう答えればよいか、Ｑ＆Ａ方式で解説します。

89 　２０２２年1２月号

特 基礎から
身につく
基礎から
身につく集


